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院
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一
君
提
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原
子
力
基
本
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改
正
等
に
お
い
て
「
我
が
国
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安
全
保
障
に
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す
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」
と
の
文
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追
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弁
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を
送
付
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。



衆
議
院
議
員
服
部
良
一
君
提
出
原
子
力
基
本
法
改
正
等
に
お
い
て
「
我
が
国
の
安
全
保
障
に
資
す
る
」
と
の
文
言
が
追

加
さ
れ
た
こ
と
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
の
�
に
つ
い
て

原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
四
十
七
号
。
以
下
「
設
置
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
原

子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
条
に
お
い
て
は
、
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
用
は
、
平
和
の

目
的
に
限
り
行
う
も
の
と
す
る
旨
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
設
置
法
に
よ
る
改
正
後
の
原
子
力
基
本
法
第
二
条
に
お
い
て
も
、

こ
の
旨
の
規
定
内
容
に
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
設
置
法
は
、
我
が
国
の
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
用
は
平
和
の
目
的

に
限
る
と
い
う
方
針
に
何
ら
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
野
田
内
閣
と
し
て
は
、
非
核
三
原
則
を
堅
持
し
て
い

く
方
針
に
変
わ
り
は
な
い
。

二
、
四
、
五
及
び
五
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
設
置
法
第
一
条
等
並
び
に
設
置
法
に
よ
る
改
正
後
の
原
子
力
基
本
法
第
二
条
及
び
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質

及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
一
条
に
お
い
て
「
我
が
国
の
安
全
保
障
」

と
い
う
文
言
が
規
定
さ
れ
た
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
日
の
参
議
院
環
境
委
員
会
に
お
け
る
原
子
力
規

一



制
委
員
会
設
置
法
案
の
審
議
や
「
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
」
（
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
日
参

議
院
環
境
委
員
会
。
以
下
「
附
帯
決
議
」
と
い
う
。
）
等
を
踏
ま
え
、
設
置
法
に
よ
り
原
子
力
規
制
委
員
会
が
原
子
力
安
全

規
制
、
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
及
び
核
不
拡
散
の
保
障
措
置
の
業
務
を
一
元
的
に
担
う
と
い
う
観
点
か
ら
規
定
さ
れ
た
も
の
と
理

解
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
及
び
二
の
�
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
原
子
力
基
本
法
第
二
条
の
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及

び
利
用
は
、
平
和
の
目
的
に
限
り
行
う
も
の
と
す
る
旨
の
規
定
内
容
は
、
設
置
法
に
よ
る
原
子
力
基
本
法
の
改
正
前
後
を
通

じ
て
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
設
置
法
は
、
我
が
国
の
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
用
は
平
和
の
目
的
に
限
る
と
い
う
方

針
に
何
ら
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
件
に
つ
い
て
は
、
国
会
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
で
あ
り
、政
府
と
し
て
見
解
を
述
べ
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

三
の
�
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
附
帯
決
議
も
踏
ま
え
て
、
我
が
国
の
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
用
は
平
和
の
目
的
に
限
る
と
い
う

方
針
を
国
内
外
に
適
切
に
説
明
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
の
確
保
に
係
る
事
務
を

所
掌
す
る
行
政
組
織
に
つ
い
て
は
、
設
置
法
附
則
第
五
条
に
基
づ
き
、
設
置
法
の
施
行
状
況
等
を
踏
ま
え
、
原
子
力
利
用
に

二



お
け
る
安
全
の
確
保
に
係
る
事
務
が
我
が
国
の
安
全
保
障
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
等
を
考
慮
し
、
今
後
、
適
切
に
検
討

が
加
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

三


